
あなたの地域を「緑」で盛り上げませんか？１．提案場所

（１） 原則として、横浜市内の市街化区域内の民有地

※公有地及び公共施設の施設管理者の承諾を得て、一部使用する土地も含みます。

（２） 現在「地域緑のまちづくり」の協定を締結中の地区は、応募の対象外です。 

(締結地区は、横浜みどりアップ計画のホームページで紹介しています。)

２．応募団体の条件

（１） 提案場所又はその近隣に居住する方、勤務する方、在学する方、又は土地や建物等を

所有する方で構成された団体であること。

(協定締結までに10人以上の正式な団体を結成する必要があります。)

   （２） 提案内容を自らが主体となって行う意欲があること。

※提案場所の土地や建物等の所有又は借りている等の実質的な使用権利を持っている方に、

提案内容について説明をしてください。

３．応募内容の条件

  （１） 緑化に関する整備や活動であること。(既存緑地における維持管理や伐採のみの計画や、

建築物の新築、増改築に伴う、法令等に定める緑化率の規定を満たすための義務的な緑化は、

対象外です。)

  （２） 団体に加入していない市民も楽しむことができる公共公益性があること。

（3） 住民等が主体となって取り組むこと。

(４) 緑化整備の候補地が明確で、整備後も良好に維持管理できること。

（５） 国、地方公共団体又はそれらの外郭団体及び民間団体等から資金的援助を受けている又は

受けようとしている内容が含まれないこと。

４．助成金交付に伴う義務

（１） 整備した緑の維持管理を良好に行ってください。

（２） 助成金で整備した財産（緑化施設など）は、原則として5年間は良好に維持管理してください。

受付窓口：横浜市みどり環境局環境活動事業課（緑化担当）

横浜市中区本町６丁目50番地の10 市庁舎27階※

受付時間：土・日曜日・祝日を除く8:45～17:15

TEL：045－671－3447 FAX：045－550－4554

E-mail：mk-ryoka@city.yokohama.lg.jp

※相談等で窓口にお越しになられる際は、なるべく事前にご連絡をお願いします。

検索

問い合せ先
詳細は、横浜市ホームページをご覧ください。
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応募にあたっての注意
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集合住宅の緑化(磯子３丁目地区)

ー＊ーーーー＊ーーーー＊ーーーー＊ー

沿道の緑化（緑園都市地区）

三年間最大

1500万円助成！

ご相談随時受付中

横浜みどり税を財源の一部に活用し、

取組を進めています。

川沿いの緑化(中川西地区)

地域緑のまちづくり



助成内容
協定を締結した団体は、最大3年間1500万円の助成金を活用して、緑を増やす活動や、緑を守り育てる

活動、地域を緑で盛り上げる活動を行っていきます。

① 民有地地域緑化(地域にふさわしい緑を増やすための費用)

・緑化整備のための設計・監理費
・工事費(植栽・花壇整備、プランター設置など)

【助成上限率】
設計費、整備費…90％以内
項目により上限あり

花壇の整備 プランターの設置

市民の皆様が主体となって、住宅街や商店街、オフィス街、工場地帯など様々な街で、地域にふさわしい

緑を増やす計画をつくり、計画を実現していくための取組を支援する事業です。
「緑や花でいっぱいのまちをつくりたい」という地域の皆様からの提案を募集し、選考を通過した団体と

市が協定を締結の上、助成金を交付します。

地域緑のまちづくり事業とは

事業説明・提案支援

一次提案応募

一次選考結果通知
二次提案募集説明会

二次提案応募

一次選考

二次選考結果通知

緑化計画書の策定
団体の設立

協定の締結

二次選考

提
案
応
募

活
動
開
始
１
～
３
年

地域の緑化
維持管理活動

地域での継続的な
緑化活動！

一次提案へ応募するために同じ思いの仲間を集めて、
地域に何が必要か話し合いましょう。一次提案書の
テーマ、緑化や活動の内容を決めましょう。
市の支援：事業説明、アドバイザーの派遣（※）

提案内容について書類審査を行います。

団体へのヒアリングや現地確認、具体化された提案内
容を審査します。

アイディアや想いを具体化させながら、地域の合意形
成を目指しましょう。また土地の所有者に説明し、同意
を取りましょう。
市の支援：アドバイザーの派遣等

二次提案書をベースに、緑化計画書を策定します。
併せて、市と協定を締結するために、正式な団体を
組織します。
市の支援：アドバイザーの派遣等

助成金を活用して、計画内容を実現していきます。
市の支援：アドバイザーの派遣等

助成金で整備した緑化は、良好な維持管理が必要
です。（原則５年間）
市の支援：学習会の開催、アドバイザーの派遣等

ヒアリングの様子アドバイザー派遣の様子

（※）アドバイザーの派遣の内容
・現地視察、意見交換 ・提案書類の確認 ・緑化計画への助言
・仲間づくりへの助言 ・みどりの維持管理に関する助言 等

４～5月頃

６月8日～６月12日

10月頃

11～12月頃

3月頃

協定締結期間
終了後

※助成は、市民が誰でも緑化を楽しめるように、
公共性や公益性がある場所が対象です。

広報用ビブスの作成

② 地域緑化活動(①で整備した場所の維持管理に関する費用)

・維持管理のための花苗や園芸資材などの購入
・広報紙や広報用ビブスの作成
・維持管理の研修など

【助成上限率】
   90％以内(100万円/年)
   項目により上限あり

維持管理活動

③ 緑化プロモーション
（地域の緑化意識の向上、仲間づくりをするための費用）

・ハンギングバスケットや簡易プランターなどの設置
・オープンガーデンや緑化啓発活動の実施

【助成上限率】
  50％以内(50万円/年) 項目により上限あり

オープンガーデンのイメージ

プラス
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令和８年度地域緑のまちづくり事業の流れ

スタート！
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